
保護者 在籍校 

本校 

② 

療育センター 

① 

③ 
⑤ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

教育委員会 

①総合療育センターと保護者で、入院（入所）の大まかな時期・期間が決定します。 

②保護者は、在籍校に①を伝えます。 

③本人・保護者・学校で、転校するかどうかを相談します。 

 本人・保護者に本校への転学希望がある場合、在籍校は、本校に児童生徒氏名、在籍学級学年、

入院（入所）の大まかな時期・期間を連絡します。 

④保護者は、手術日等が分かり次第、至急、在籍校と本校（コーディネーター）へ連絡します。 

⑤在籍校は、手術日等が分かり次第、至急、本校（管理職）へ連絡します。  

⑥在籍校は、市町村教育委員会（県立学校は県教育委員会）へ審査申請書類を提出します。 

⑦本校のコーディネーターが、教育相談の日程調整の連絡をします。 

⑧教育相談（保護者の来校、またはコーディネーターの医療機関への訪問） 

⑨学習等の引き継ぎ（窓口はコーディネーター。内容に応じて担任同士が確認します。） 

⑩教育相談（本人・保護者の来校）※必要に応じて 

   ↓ 

   転入 

ならし登校（あくまで目安です。具体的日数は、学校と保護者で相談して決定します。） 

一週目・・・午前中２～３時間程度 

二週目・・・午前中 

三週目・・・終日 

⑥ 

総合療育センターへの入院（入所）に際する本校への転学の流れ 

④ 

④ 

鳥取県立皆生養護学校 


